
№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局

➀　均等な雇用機会の確保

ア．ポジティブ・アクションの推進

1 男女平等参画状況調査の
実施

4,558 産業労働局

2 ・ 506 生活文化局

・ 376 産業労働局

3 ポジティブ･アクションの
推進

- 生活文化局

4 600 産業労働局

5 1 869

　 ３０名

2 1,909

　 各２００名

3 1,242

各５０名

4 181

年１回

イ．雇用機会均等に関する普及啓発

6 ・ ８，０００部 1,200 産業労働局

・ １５，０００部 1,350

7 ・男女雇用月間事業の実施 （1,909） 産業労働局

　 各２００名

・男女雇用平等セミナーの開催 1,780 産業労働局

女性労働関係法令や雇用平等問題に関するセミナー等によ
り、男女労働者が働きやすい雇用環境の実現を図る。

男女労働者　　５，０００人

事業者団体との連絡会等 「事業者からの報告」等を踏まえた情報提供をはじめ、参画
促進のための助言、意見交換を行う。

事業者団体との連絡会を年２回開催

労働情勢懇談会の開催

事業主団体との連絡会や男女平等参画を進める会および東京
ウィメンズプラザの事業等を通じて、女性の積極的活用の促
進を図る。

事業者団体との連絡会の開催

(No2参照）

平成18年度　事業規模

１．あらゆる分野への参画の促進

（１）働く場における男女平等参画の促進

基本条例第13条に規定する「事業者からの報告」により、企
業における男女平等参画の状況を把握、公表する。

「企業における女性雇用管理とセクシュアル･ハラス
メントの取組等に関する調査」(予定)

対象： 都内３０人以上の事業所
　　１１業種　２，５００事業所

ポジティブ･アクション・
プログラムの作成

企業における女性の能力活用や職域の拡大、育児休業制度の
整備等、企業における女性の積極的な活用の具体的方法を示
したポジティブ･アクション・プログラムを作成する。

７５０部

ポジティブ・アクション実践プログラム（改訂版)

ポジティブ･アクション・
プログラムの普及及びポ
ジティブ・アクションセ
ミナーの開催

ポジティブ･アクション・プログラムを各種事業主団体等と
協力し、広く普及するとともに、関係法令や女性の活用例等
について、事業主や企業の担当者を対象としたセミナーを行
い啓発する。

ポジティブ･アクションリーダー養成 産業労働局

年１回

事業主向け「均等法セミナー」

年２回

ポジティブ･アクション実践セミナー

６所×２回　計１２回

ポジティブ･アクションネットワーク会議

男女雇用平等啓発資料の
発行

男女雇用平等に関する啓発資料を発行する。 「働く女性と労働法」

「女性労働ガイドブック」

男女雇用平等セミナーの
実施 ６月を「男女雇用平等推進月間」と定め、均等法の一層の

定着と、雇用の場における男女平等の推進を図る。
事業主向け「均等法セミナー」　(№5再掲）

年２回

労働相談情報センター
　　　　　　　　　　７回
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

ウ．都庁における男女平等参画

8 管理職選考試験受験の奨
励

－ 各局

9 採用及び職域の拡大にあ
たっての男女平等の徹底

－ 各局

②パート・派遣労働者の雇用環境整備

ア．パート・派遣労働者の雇用環境整備

10 ・ 19,128 産業労働局

・

11 労働相談の実施 ・労働相談 21,398 産業労働局

労働相談情報センターにおいて、パート・派遣労働者等の
相談に応じる。

・パート･派遣･契約社員等電話相談会

労働相談情報センターの労働相談担当職員のほか、弁護
士、税理士、社会保険労務士により、パートタイムをはじ
めとする非正規労働者の労働条件などについて、電話相談
を受け付け、労働条件の向上を図る。

12 普及啓発の推進 ・多様な働き方セミナー 3,108 産業労働局

パート･派遣等の多様な働き方に関する労使の正しい理解
を深め、適正な雇用管理が行われるよう、非正規労働セミ
ナーを実施する。

・普及啓発資料の提供 ・ 1,400

・ 720

８，０００部

③起業家・自営業者への支援

ア．起業家･自営業者への支援

13 創業支援の融資 - 産業労働局

14 TOKYO起業塾の開設 ・ 4,320 産業労働局

３０企業程度

・

・ 年６回

採用・昇任・昇格、職務内容の決定及び教育訓練等におい
て、男女平等の徹底を図る。

各局で実施

管理職選考試験の受験について、男女双方の職員に積極的に
奨励する。

各局で実施

パートアドバイザー制度 パートアドバイザーが事業者を訪問して、パートタイム労働
者の適正な雇用管理と労働条件の改善について助言する。

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所　計７名

巡回件数　２，６００件

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所

年１回　２日間

年２４回　定員１，４４０人

「使用者向け啓発資料」の発行

パートタイム労働法等の普及啓発を図り、非正規労働者の
適正な雇用管理と労働条件の改善が行われるよう、啓発資
料を発行する。

２０，０００部

「労働者向け資料」の発行

新時代に向けて活躍が期待される中小企業等の創業を支援
し、東京の活力を増進させるため、創業時に必要な資金を融
資する。

融資目標額　300億円

起業家を目指す人の創業を支援するための相談や指導、人材
育成及び交流の機会を提供するなど、総合的、継続的な起業
家支援を行う。

相談指導

相談（随時）

起業家現地指導

人材育成講座　６コース

(内女性のみを対象とするもの１コース)

交流の場の提供
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

15 創業支援施設の提供 ・ ２ヵ所１００室 804,487 産業労働局

・ ３ヵ所６３室

・ 年２ヵ所支援
（既支援済８ヶ所）

16 ・ 107 産業労働局

２回

・ 1,437

・ １回 80

134 4,302 産業労働局
新規

17 － 生活文化局

18
－ 生活文化局

ア．審議会における男女平等参画の促進

19 審議会等への女性委員の
任用促進

・任用計画を策定して、審議会等における女性委員の任用を
促進する。

・ - 各局

・任用計画目標値35％以上

イ．地域・団体における男女平等参画の促進

20 ・男女平等参画リーダー講座 -

・公開講座 574

男女共同参画社会基本法の公布、施行日にちなんで記念行
事を実施する。

21 民間活動事業への助成 - 生活文化局

男女平等参画講座の実施
（リーダー養成講座）

起業家や創業間もない企業を育成するために、オフィスの提
供、技術提供など創業環境を整備し、新規産業の創出を図
る。

創業支援施設

ベンチャー施設

区市等の施設整備支援

農業改良特別普及指導事
業の実施

農業の重要な担い手である女性の社会参画及び経営参画を進
め、農業経営の安定・発展を図るため、男女共同参画に関す
る普及啓発、女性の農業経営・起業活動の高度化に向けた研
修等を実施する。

参画促進会議、モニタリング委員会の開催

女性農業者能力向上講座

４地区(各５回)延べ２０回

男女共同参画フォーラム

しごとセンター事業の推進
(多様な働き方に対する支援）
(平成16年度新規掲載事業）

しごとセンターにおいて、多様な働き方に対する支援の一つ
として、起業に関する相談窓口の設置や情報提供を実施す
る。

・
・
相談窓口の設置
情報提供

企業等においてリーダーとなる自営業者等に、経営手法、女
性の能力活用等についての知識や技能を付与する。

経営管理能力向上を図るセミナーや経理・税務などに詳しい
人材の紹介など、NPO法人等の自立に向けた支援を実施す
る。

平成１７年度 事業終了

平成１５年度 事業終了

 (２) 社会・地域活動への参画促進

平成１８年度（基準日平成１９年４月１日）任用計
画目標値３５%以上。

男女平等参画講座の実施 平成１７年度 事業終了 生活文化局

企業、学校等において、男女平等参画を推進する立場にあ
る担当者及び教員等に、必要な知識と技能を付与する。

１回

団体やグループ等が行う男女平等参画推進に寄与すると認め
られる事業に対して活動経費の一部を助成する。

平成１７年度 事業終了

NPO総合支援プログラムの
実施
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

22 認証保育所の設置促進 ・A型 282カ所 6,172,212 福祉保健局

・B型 119カ所

23 - 主税局

24 - 福祉保健局

25 延長保育 - 福祉保健局

137
新規

子育て推進交付金
（平成１８年度新規事業）

・ 39カ所 14,500,000 福祉保健局

26 病後児保育 - 福祉保健局

27 休日保育 34,557 福祉保健局

28 私立幼稚園預かり保育の
推進

836,089 生活文化局

29 ・保育室 1,397人 1,443,186 福祉保健局

・ 1,648人

30 認可外保育施設保育従事
者研修会の実施

・ 1,700人 755 福祉保健局

31 心の東京革命の推進 ・

随時

・

（平成18年度から子育て推進交付金に包括化したた
め補助事業としては廃止）

 (３) 家庭との両立支援

①　子育てに対する支援

ア．保育サービスの充実

大都市の特性を踏まえ、都独自の基準により都が認証する認
証保育所の設置を促進する。主に駅前に設置されるA型と、
保育室からの移行を中心とし、小規模で家庭的な保育を行う
B型がある。

認証保育所に関する不動
産取得税、固定資産税等
の減免

認証保育所の設置を税制面から支援するために、不動産取得
税及び区部の固定資産税・都市計画税を減免する。

・固定資産税等

・不動産取得税
　

保育所待機児童（０歳
児，１歳児）の解消

増大している０，１歳児の保育所入所待機を早期に解消する
ため、０，１歳児の受入枠の拡大を図る。

就労形態の多様化等により、高まっている要望に応えるため
に延長保育事業の充実を図る。

保育所に通所中の児童等が病気の回復期にあり、集団保育の
困難な時期に、その児童の一時預かりを行う。

（平成18年度から子育て推進交付金に包括化するた
め補助事業としては廃止。区部については福祉改革
推進事業で対応。）

子育て支援の主体である市町村が地域の実情に応じて創意工
夫により施策を展開できるよう交付金を創設し、すべての子
どもと家庭を対象とした支援施策の充実を図る。

全市町村

（平成17年度に次世代育成支援対策交付金に移行
し、区市町村に直接交付されることになったため、
都事業としては廃止）

日曜・祝祭日等の休日に保護者の勤務等による保育の需要に
対応するため、休日の保育を行う事業に対し、補助を行う。

35ヵ所

私立幼稚園が、教育課程に係る教育時間を超えて園児を預か
る場合に、その経費の一部を補助する。

619園

保育室・家庭福祉員の活
用

区市町村が実施する保育室運営事業及び家庭福祉員事業の補
助を行う。 家庭福祉員

認可外保育施設の職員に対し、業務に必要な知識を付与し、
技能を修得させることにより、その資質の向上を図り、子ど
もの福祉を推進する。

研修対象者数

イ．地域での子育て支援

次代を担う子どもたちを健やかに育てるため、関係団体や都
民と連携して、子育てに悩む親への気軽な相談相手となる
「心の東京革命アドバイザー」を育成･活用する。
また、このアドバイザーを子育て支援施設や母親学級に派遣
し、妊娠時、乳幼児期及び思春期の三期について、子どもを
もつ親を対象にした子育て講座（「心の東京塾」）等を実施
する。

アドバイザーの育成・活用 心の東京革命推進
協議会（青少年育
成協会）への補助
金の一部

生活文化局

心の東京塾（子育て講座）

随時
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

32 子ども家庭在宅サービス 275,687 福祉保健局

33 子ども家庭支援センター
事業

596,550 福祉保健局

34 子育てひろば機能の整備 202,540 福祉保健局

35 学童クラブ事業の充実 1,130,496 福祉保健局

36 児童相談所の運営 950,000 福祉保健局

区市町村が行う一時・特定保育事業に対し、その経費の一部
を補助する。
（17年度からショートステイ事業、産後支援ヘルパー事業に
ついては、次世代育成支援対策交付金へ移行し区市町村へ直
接交付されることとなったため、都補助事業としては廃止。
なお、トワイライト事業については、平成18年度から子育て
推進交付金に包括化するため補助事業としては廃止。区部に
ついては福祉改革推進事業で対応。）

一時・特定保育

計231,789日
子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービスの
提供・調整、援助計画の作成・実施、地域組織化等を行う子
ども家庭支援センター事業を実施する区市町村へ一定の補助
を行う。
15年度より、児童相談所と連携した見守りサポート事業、虐
待防止支援訪問事業等を行う先駆型子ども家庭支援センター
を創設。
また、17年度より町村部について、一義的な児童相談を受け
止める体制整備を図るため、小規模型子ども家庭支援セン
ターを創設。

先駆型３６カ所
従来型１８カ所
小規模型２カ所

区市町村が、地域での子育て家庭の支援を行うため、身近な
場所（保育所等）で「親子のつどいの場」を提供し、子育て
相談や子育てサークルの支援等を行う事業を実施する場合に
一定の補助を行う。
（A型については、平成18年度から子育て推進交付金に包括
化するため補助事業としては廃止。区部については福祉改革
推進事業で対応。
C型については、平成17年度に次世代育成支援対策交付金に
移行し、区市町村に直接交付されることになったため、都事
業としては廃止。）

B型３９ヶ所

保護者が労働等により昼間家庭にいない都内小学校に就学し
ているおおむね10歳未満の児童に対し、授業終了後に児童厚
生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その
健全な育成を図る事業を行う区市町村に一定の補助を行う。
（都加算補助事業については、平成18年度から子育て推進交
付金に包括化するため補助事業としては廃止。区部について
は福祉改革推進事業で対応。）

537クラブ

18歳未満の子どもに関する相談対応や緊急時の一時保護及び
保護者に対する指導等を行う。

１１ヵ所
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

37 ・ 714 産業労働局

２回

１，０００部

・ 58,920

４５ヶ所

38 教育庁

39 父親の家庭教育参画促進
事業

- 教育庁

40 児童虐待への取組の推進 (2,374) 生活文化局

（950,000） 福祉保健局

- 福祉保健局

- 教育庁

- 警視庁

133
新規

児童虐待防止区市町村
ネットワークの整備
(平成１５年度新規掲載事業)

- 福祉保健局

子育て推進交付金
（平成１８年度新規事業）

(14,500,000） 福祉保健局

41 ひとり親家庭総合支援事
業の実施

11,324 福祉保健局

42 ひとり親家庭等電話相談
事業の実施

1,659 福祉保健局

43 母子自立支援員の活動 4,422 福祉保健局

44 ひとり親家庭ホームヘル
プサービス事業の実施

148,545 福祉保健局

45 母子福祉資金の貸付 4,684,000 福祉保健局

(再掲 １－⑶ー①－アーNo137） (再掲 １－⑶ー①－アーNo137）

ウ．ひとり親家庭への支援等

ひとり親家庭に対して、区市町村が実施する各種メニュー事
業への補助を行う。

１７区市町村

日々就労や家事等に追われているひとり親家庭等に対し、利
用しやすい日・祝日に電話相談を行う。

65日

母子家庭及び寡婦に対する相談と、その自立に必要な援助、
職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。

１５名（市配置分）

ファミリー･サポート･セ
ンター事業の推進

育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助けを受けたい人
（依頼会員）が、地域において育児に関する相互援助活動を
行うことを支援する会員組織｢ファミリー・サポート・セン
ター」の設立を区市町村に働きかける。設立した区市町村に
対して補助する。

活動支援

実務担当者連絡会議の開催

普及啓発資料の発行

運営費補助

設立区市町への助成

設置意向調査、事業説明会の開催　 　 　　１回

子育てパートナー事業の
実施

地域の子育て経験者等が子育てに不安や悩みを抱える親や家
庭を支援する仕組みをつくる。

平成１６年度 事業終了 -

企業等の協力を得て、広く都民にPRし、父親の家庭教育への
参画を促す事業を実施する。

平成１６年度 事業終了

関係機関が連携して、児童虐待の早期発見、迅速かつ的確な
対応を図る。

家庭内等における暴力問題対策連絡会議を通して実
施(再掲No.65参照）

児童相談所の運営(再掲No.36参照）

健全育成の観点からの連携

通常業務を通して実施

　地域における児童虐待の防止と早期発見に努めるため、地
域の関係機関から構成する児童虐待防止協議会を設置し、区
市町村における児童虐待防止ネットワークの構築を図る。

平成１７年度 事業終了

育児等健康支援事業（乳幼児健診における育児支援
強化事業）
平成１７年度 事業終了

日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して
一定期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な
サービスを行う市町村の事業に対して補助する。

127,406時間

配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものに対し、
各種資金の貸付けを行う。

8,434件
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

46 公共職業訓練の実施 648,657 産業労働局

48,000

47 ・ひとり親家庭に対する都営住宅の入居を拡大するために、
ポイント方式による選考等を行う。

・ - 都市整備局

・ひとり親家庭に対する都営住宅の入居を拡大するために、
抽選方式による選考の際に、一般に比べて７倍程度の優遇
抽選を行う。

・

・母子生活支援施設転出者に対する都営住宅の入居の拡大 ・

・母子アパートの受付・入居 ・

48 育児・介護休業者生活資
金の融資

・ 5,000
（預託額）

産業労働局

49 企業向けの普及啓発 ・ 800 産業労働局

４，０００部

・ 年２４回 3,262

50 家庭向けの情報提供 - 生活文化局

51 ・ 13,320 福祉保健局

・

52 ・ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり推進モデル事業 ・ 400,000 福祉保健局

・だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 ・ 250,809

・鉄道駅エレベーター等整備事業 ・ 590,785

・だれにも乗り降りしやすいタクシー整備事業（H17新規事
業）

・50両 4,350

・鉄道駅エレベーター等整備事業 ・ 供用開始
11駅20基

2,944,000 交通局

・ 供用開始
2駅2基

・鉄道駅へのだれでもトイレ設置 ・ 2駅

・ノンステップバスの導入 ・ 116両 2,808,000

公共職業訓練を受講する母子家庭の母等に対し、受講期間中
訓練手当を支給する。

職業訓練手当の支給 総定員３６６名

また、母子家庭の母等の職業的自立を促すため、民間教育訓
練機関等を活用し、職業訓練受講機会の確保を図る。

母子家庭の母等の職業的自立促進
　　　　　　　　　　　　　　　　２００名

ひとり親家庭に対する都
営住宅の入居機会の拡大

年２回募集（2月、8月）

年２回募集（5月、11月）

年２回割り当て　８０戸程度（年間）

年６回受付

エ．育児休業等の支援及び情報提供

中小企業に働く従業員で、育児又は介護休業を取得する人に
都内信用組合及び中央労働金庫を通じて、生活資金を融資す
る。

融資目標額 １，０００万円

職業生活と地域・家庭生活の両立が図れるよう、育児介護休
業法等の周知や労働時間短縮に向けて、企業を啓発する。

教育啓発パンフレットの発行

使用者向けセミナーの開催

家庭との両立支援を進めるために、育児休業制度などの情報
を提供する。

平成１７年度 事業終了

オ．行動しやすいまちづくり

福祉のまちづくりの普及･
推進

「東京都福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、福祉のま
ちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議する。また、
東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会や東京都福
祉のまちづくり区市町村連絡会議を開催し、情報交換や意見
調整を行う。

福祉のまちづくり推進協議会等の開催

福祉のまちづくり条例に基づく届出等及び適合証交
付に関する事務

福祉のまちづくり事業の
実施

４自治体

327両

25駅

エレベーター
(年度末累計 84駅177基)

エスカレーター
(年度末累計 103駅756基)

だれでもトイレ

ノンステップバス
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

53 在宅介護サービス ・訪問介護(ホームヘルプサービス） 福祉保健局

家庭での入浴、排せつ、食事の介護や身の回りの世話を
ホームヘルパーが援助する。

・訪問入浴介護
巡回入浴車が家庭を訪問して入浴の介護を行う。

巡回入浴車が家庭を訪問して入浴の介護を行う。

・訪問看護

看護職員等が、要介護者の家庭を訪問し、看護を行う。

・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が、心身の機能を維持回復させ、
日常生活の自立を助けるための訓練をする。

・通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション（デ
イケア）
可能な限り居宅で、自立した日常生活を営めるよう、デイ
サービスセンター等、または、医療機関へ通所し、社会的
孤立感の解消、心身機能の維持、家族の身体的・精神的負
担の軽減を図る。

・短期入所生活保護・短期入所療養介護（ショートステイ)
本人の心身の状況や、介護している家庭の状況により、一時的に
在宅での生活に支障のある要介護者等が、老人短期入所施設や特
別養護老人ホーム等または医療機関等に短期間入所し、入浴・排
せつ・食事等の介護や機能訓練を受ける。

54 ・新規 1,546,000 福祉保健局

・継続

55 介護保険施設の整備 ・新規 12ヵ所 8,574,715 福祉保健局

(特別養護老人ホーム) ・継続 9ヵ所

56 介護保険施設の整備 ・新規 9ヵ所 4,299,732 福祉保健局

(老人保健施設) ・継続 8ヵ所

57 介護施設の整備 -

(介護療養型医療施設)

103ユニット

②　介護・高齢者に対する支援

ア．介護への支援

22,155,670回/年 ＊東京都高齢者保
健福祉計画（平成
18年度～平成20年
度）におけるサー
ビス目標量

介護保険サー
ビスとして、
保険給付及び
利用者負担に
より、指定業
者が実施

671,086回/年

1,579,847回/年

76,573回/年

通所介護
4,414,580回/年
通所リハビリテーション
1,212,771回/年

1,561,649日/年

認知症高齢グループホー
ム

認知症高齢者が、小規模で家庭的な共同生活住居において、
専門スタッフによる支援を受けながら自立した生活を送るこ
とで、認知症の進行を穏やかにし、生活の質の向上を図る。

区市町村及び社会福祉法人が、特別養護老人ホームを整備す
る事業に要する費用の一部を補助する。

区市町村等が、介護老人保健施設を整備する事業に要する費
用の一部を補助する。

介護保険制度における施設サービスの基礎となる療養病床
（介護保険適用）の整備促進を図る。 福祉保健局

平成１７年度 事業終了
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№ 事業名 事業概要 事業費(千円) 所管局平成18年度　事業規模

58 ・しごとセンター事業の実施 62,148 産業労働局

しごとセンターにおいて、雇用・就業に係る総合的なサー
ビスを提供する中で、働く意欲をもつ高齢者に対する就業
相談や高齢者を活用する事業主に対する相談、施設の提供
などを行う。

・シルバー人材センターに対する助成 835,225

シルバー人材センターの運営に必要な経費を区市町村に対
して補助する。

59 140,941 産業労働局

身近な地域で、高齢者を対象にした就業相談や就業情報の
提供、あっせんを行う拠点を区市町村と共同して整備す
る。

60 ・ 190,068 福祉保健局

・ 30,349

・ 12,299

・

61 シルバーピアの整備 255,540 福祉保健局

3,529,885 都市整備局

62 高齢者向け住宅の提供 ・高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成　高齢者が安全・安心
に住める賃貸住宅として認定したものについて建設費や家
賃減額への補助を行う。

111,153 都市整備局

・単身者向け都営住宅の公募　住宅に困窮している高齢単身
者に対して、居住の場としての都営住宅を供給する。

800戸程度 -

福祉のまちづくりの普及･
推進 (再掲No.51、No.52参照) (再掲No.51、No.52参照)

福祉保健局

福祉のまちづくり事業の
実施 (再掲No.52参照) (再掲No.52参照)

交通局

一人暮らしの高齢者等が地域の中で生活を続けられるよう、高齢者
向けに配慮した集合住宅に安否確認や緊急時対応等を行うワーデン
（管理人）又はLSA(生活援助員）を配置し、連携する在宅介護支援
センター等からサービスを受けられるシルバーピアを供給する。

シルバー人材センター事
業の推進

新規　657件

はつらつ高齢者就業機会
創出支援事業

しごとセンター事業の推進
（高齢者の雇用就業支援）
（平成16年度新規掲載事業）

・東京都しごとセンターにおける高齢者の
  雇用就業支援
・高年齢者就業相談所　３所

緊急通報ｼｽﾃﾑ及び火災安
全ｼｽﾃﾑの整備支援

一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等の高齢者の安全を
確保するため、緊急通報システム及び火災安全システムの普
及促進を図り、在宅高齢者が緊急事態に陥ったとき、または
火災が発生したときに、東京消防庁等へ自動通報することに
より、迅速な救援・救助活動を行うものである。

５８区市町村

消防庁

火災安全システム受信業務

緊急通報システム受信業務

緊急通報システム 新規　1,369世帯

火災安全システム
（火災警報器）

募集戸数

ウ．行動しやすいまちづくり

9,820戸（累計）

３００戸（都営住宅の建設等）

２５０戸（認定予定）

・アクティブシニア就業支援センターに対する助成等 １９区市に補助

イ．高齢者の自立支援
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